
 

この度、第 23 回奥熊野いだ天ウルトラマラソン大会が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。 

ご参加されます皆様方の宿泊のお手伝いを開催地那智勝浦町の那智勝浦観光機構がさせていただくこ

とになりました。大会が成功裡に終了いたしますよう、万全の体制で取り組ませていただく所存でご

ざいます。 皆様のご来訪を心よりお待ち申し上げております。              

一社）那智勝浦観光機構 旅行事業部 

宿泊のご案内【設定日：２０２３年４月２２日（土）、４月２３日（日）】 

２０２２年１１月２５日（金）正午よりＦＡＸまたはメールにて先着順の受付となります 

ご旅行代金  （お一人様の金額です。以下ご利用ホテル及び客室 1 室のご利用人数により異なります） 

地区 No ホテル名 1 名部屋利用 2名部屋利用 3 名以上部屋利用  宿タイプ 客室タイプ 

那智勝浦町内  ① パルスイン勝浦 7,600 円 6,800 円 設定なし ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 洋室 

那智勝浦町内  ② ホテル＆レンタカー660 7,500 円 6,500 円 設定なし ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 洋室 

那智勝浦町内  ③ サンライズ勝浦☆ 設定なし 9,000 円 8,500 円 観光ホテル 洋室又は和室 

那智勝浦町内  ④ ホテルなぎさや☆ 8,000 円 8,000円 7,800円 温泉旅館 洋室又は和室 

那智勝浦町内  ⑤ 小阪屋（本館・元館）☆ 8,900 円 7,900 円 7,000 円 民宿 和室 

那智勝浦町内  ⑥ マグロビルヂング☆ 5,300 円 4,500 円 4,500 円 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 洋室 

那智勝浦町内  ⑦ Why Kumano 男女相部屋(ゲストハウス仕様)１ベッド１名様 ３，８００円 ゲストハウス ドミトリー 

新宮市内  ⑧ 新宮ユーアイホテル 7,100 円 5,500 円 設定なし ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 洋室 

新宮市内  ⑨ 新宮ステーションホテル 6,800円 6,400円 設定なし ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 洋室 

新宮市内  ⑩ 新宮セントラルホテル 6,800 円 5,700 円 設定なし ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 洋室 

新宮市内  ⑪ ホテルニューパレス 8,400 円 7,700 円 設定なし ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 洋室 

 
※上記表示旅行代金は1泊部屋代、税金サービス料及び企画料金が含まれます。 

※各宿舎についてはご希望により朝食・夕食の手配も可能です。（一部の施設は食事提供がございません） 
（最終申し込みは決定後のお申し込みとなります。別に宿舎との食事追加料金を記載していますのでご参考ください） 
※那智勝浦町内の温泉民宿小阪屋については本館又は元館どちらかになります。 
※☆印の宿舎については3名以上で1部屋ご利用も可能です。 
※上記記載のない旅館等もご希望があればお手配可能です。但し送迎バスは行きません。お申込書にご希望をご記入ください。 
                  （例：ホテル浦島 や かつうら御苑等）→別途宿泊条件等をご回答させていただきます。 
 
お申込は専用の申込用紙に必要事項を記入し、FAX又はメールにて那智勝浦観光機構ウルトラマラソンデスクまでお申込
下さい。受付は先着順とさせて頂きます。部屋数には限りがありますので、必ず第2希望・第３希望までご記入下さい。 
    
お申し込み後の変更・取消について  
別紙｢変更・取消欄｣に変更前の内容と変更後の内容をご記入の上、FAX又はメールにて当機構までお送り下さい。 
お電話での変更及び取消は原則お受けできませんので予めご了承下さい。 
弊社営業時間外のご連絡は、翌営業日受付扱いとさせていただきます。 
 

※取消料について（お申し込み後お客様のご都合によるお取消しの場合以下の取消料が必要です） 

取消日 15 日目にあたる日以前 14 日～8 日前 7 日～2 日前 前日 当日・連絡あり 無連絡及び旅行開始後 

取消料 無料 旅行代金の 20％ 旅行代金の 30％ 旅行代金の 40％ 旅行代金の 50％ 旅行代金の 100％ 

 
    那智勝浦までの観光案内等は観光案内所まで 0735⁻52⁻5311（年中無休）  

旅行取扱：和歌山県知事登録旅行業 第3－３２６号  

                   一般社団法人 那智勝浦観光機構（NACKT） 旅行事業部 

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地6‐1‐1 

電話 0735（52）６153 FAX 0735（52）0131 

 メール：travel@nachikan.jp 

 営業時間 9時から18時 （土日祝は休業） 

全国旅行業協会正会員 和歌山県旅行業協同組合会員   

募集型企画旅行実施可能区域：那智勝浦町・新宮市・太地町・串本町・古座川町 

旅行業務取扱管理者：藤原健一（国内・海外） 牛久保賢一（国内） 
旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 

この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記取扱管理者 

へお尋ねください。 

第 23回 奥熊野いだ天ウルトラマラソン 宿泊のご案内 



※朝食・夕食等をご希望される場合最終的なご利用ホテルにより異なりますが、以下の追加料金にてお手配可能です。 

   那智勝浦町内のマグロビルヂングおよび Why Kumano は食事の提供がございません 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜那智勝浦宿泊施設 ロケーションマップ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区 NO ホテル名 朝食（1 食） 夕食（1 食） 

那智勝浦町内 ① パルスイン勝浦 880円 2,200 円～ 

那智勝浦町内 ② ホテル＆レンタカー660 550円 土曜日 1,100 円 

日曜日は設定なし 

那智勝浦町内 ③ サンライズ勝浦 1,320 円 2,750 円～ 

那智勝浦町内 ④ ホテルなぎさや 1,430円 5,500 円～ 

那智勝浦町内 ⑤ 小阪屋（本館・元館） 880円 2,800 円～ 

新宮市内 ⑧ 新宮ユーアイホテル 1,100 円 1,650円～ 

新宮市内 ⑨ 新宮ステーションホテル ７７０円 1,430円～ 

新宮市内 ⑩ 新宮セントラルホテル 850円 設定なし 

新宮市内 ⑪ ホテルニューパレス 1,210 円 1,650 円 

②ﾎﾃﾙ&ﾚﾝﾀｶｰ 660 

④ホテルなぎさや 

①パルスイン勝浦 

③サンライズ勝浦 

⑤小阪屋 

⑪ﾎﾃﾙﾆｭｰﾊﾟﾚｽ 

⑨新宮ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ 

⑧新宮ﾕｰｱｲﾎﾃﾙ 
⑩新宮ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ(欄外) 

＜新宮市内 ロケーションマップ＞ 

    新宮～那智間は約 14 キロ（車で約 20 分）です 

⑥ﾏｸﾞﾛﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 

⑦Why Kumano 



ご旅行条件（抜粋）  ここに記載のない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行の部）によります 
この旅行条件書は、旅行業法第 12 の 4 に定める取引条件説明書、及び同法第 12 の 5 に定める契約書面の一部となります。  
この旅行は、一般社団法人  那智勝浦観光機構（和歌山県知事登録旅行業第 3‐326 号 以下「当機構」という）が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお
客様は、当機構と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお
渡しする「行程ご案内」と称する確定書面（以下 「行程ご案内」という）及び当機構旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当機構約款」という）によります。 
１ 旅行のお申込み方  

(１) 所定の旅行申込書（以下「申込書」という）に所定事項を記入の上、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は、取消料若しくは違約
金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 申込金の金額は別途旅行代金記載欄に記入しております。 

(２) 当機構及び旅行パンフレット裏面の受託販売欄に記載された当機構の受託旅行業者又は受託旅行業者代理業者の営業所（以下「当機構ら」という）は、電話、郵便、フ
ァクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当機構らが予約を承諾した日の翌日か
ら起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。（受付は当機構の営業時間内とし、営業時間後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の
受付となります）  
この期間内に申込金のお支払がない場合は、当機構らは、予約がなかったものとして取り扱います。 

 ２ 契約の成立時期  
 お客さまとの契約は、当機構らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時点に成立します。具体的には、次によります。 
①店頭(及び当機構らの外交員による訪問販売)の場合は、当機構らが契約の締結を承諾し、当機構らが第 1 項(１)の申込金を受理した時。 
②電話等による契約の予約の場合は、当機構らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日目に当たる日までに当機構らがお客様から 
第 1 項(１)の申込金を受理した時。 

 3 「行程ご案内」（確定書面）の交付  
当機構らは、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「行程ご案内」を 
遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。  

 4 旅行代金に含まれるもの 
(１)   旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、消費税等の諸税・サービス料金及び特に明示したその他の費用等。 
(２)   添乗員が同行するコースの添乗員の経費等。 
(３)   各コースに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。   
上記代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。  

5 旅行代金に含まれないもの   
      第 7 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 

(１)  コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。  
(２)  ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン・オプションツアーの代金。  
(３)  障害、疾病に対する医療費  
(４)  ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費等  

6 契約内容の変更  
当機構は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当
機構の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得な
いものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合にお
いて、やむを得ないときは、変更後に説明します。 

7 旅行代金の変更    
(１) 当機構は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で

旅行代金を変更することがあります。 
(２) 本項(１)により旅行代金を増額するときは、当機構は、旅行開始日の前日からさかのぼって 15 日前までにお客様に通知します。 
(３) 本項(１)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。  
(４) 第 6 項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用（当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、又

はこれから支払わなければならない費用を含む）に増額又は減額が生じる場合には、 当機構は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。 ただし、増額の
場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関  等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことに
よる場合を除きます。 

(５) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当機構の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になっ
たときは、旅行代金を変更します。  

８ お客様の交替  
お客様は、予め当機構の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地
位の譲渡は、当機構の承諾があったときに効力を生じます。  

9 お客様による契約の解除（旅行開始前）    
      (１) お客様は、いつでも第 12 項に定める取消料を当機構らに支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当機構ら

の営業時間内と染ます。（営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります）。 
      (２) お客様は、次に掲げる場合は本項(１)の規程にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。  
          ①当機構によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 18 項の表Ⓐ左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。 
          ②第 7 項(２)の規程に基づいて旅行代金が増額されたとき。 

③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と
なり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 

          ④当機構がお客様に対し、第 3 項の期日までに「行程ご案内」を交付しなかったとき。 
          ⑤当機構の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。  
10 当機構による契約の解除（旅行開始前）  

(１) お客様が第 1 項（２）の期日までに旅行代金を支払われないときは、当機構は、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消   
     料と同額の違約料をお支払いいただきます。当機構は、次に掲げる場合、お客様に事由を説明して契約を解除することがあります。 

          ①お客様が当機構のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。 
          ②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。  
          ③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。  
          ④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。  
          ⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって 13 日前(日帰り旅行については 3 日

前)までに旅行を中止する旨をお客様に通知します。 
          ⑥当機構が予め明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。  
          ⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当機構の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記

載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。  
1１ お客様による契約の解除（旅行開始後）  

(１) お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領できず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。 
(２) お客様は、旅行開始後において、お客様の責の帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき又は当機構がその旨を告げたとき

は、第 9 項(１)の規程にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当機構は受領できな
くなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当機構の責に帰すべき事由によるものではない
ときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。 

機構による契約の解除（旅行開始後）  
(１) 当機構は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。     

① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の理由により当該旅行に耐えられないとき。 
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当機構の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行
又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。  
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当機構の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が
不可能になったとき。  

1２ 取消料   
        契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対して別表のとおりお客様 1 名につき取消料をいただきます。 
特別補償  

(１) 当機構は、前項に基づく当機構の責任が生じるか否かを問わず、当機構約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故
により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者 1 名につき死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円～20 万円、通院見
舞金として 1 万円～5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、現金、クレ
ジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD‐ROM、光ディスクに書かれた原稿（記  憶媒体自体は補償対象）、その他同規程第 13 項に定める品目については補
償しません。  

(２) 本項(１)の障害について当機構が前項(１)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当機構が支払うべき
本項(１)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。  

13 お客様の責任   
  お客様の故意又は過失により当機構が損害を被ったときは、当機構は、お客様から損害の賠償を申し受けます。  

14 旅行条件・旅行代金の基準期日  
この旅行条件の基準日は 2022 年 10 月１０日に有効な運賃及び料金を基準としています。 
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